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苛性ソーダ仕様書 

 

１ 適用範囲 

 本仕様書は、南房総市水処理センターが使用する処理薬品（苛性ソーダ）について、要

領を定めたものであり、受注者は契約書に定めるもののほか、この仕様書に従って履行し

なければならない。 

 

２ 件名 

 水処理センター処理薬品（苛性ソーダ）購入 

 

３ 契約単位単価 

 契約単価は１ｋｇの当たりの税込みとするが、税抜きにした額は小数点以下第１位まで

の額とする。 

 契約単価には、薬品の原価、販売手数料、運搬費等の薬品の納入に要する全ての費用を

含むものとする。 

 

４ 品名 

 苛性ソーダ・濃度２５％（比重）１．２７ｋｇ／Ｌ 

 

５ 購入予定数量 

 ９６，０００ｋｇ 

 

６ 納入場所 

 千葉県南房総市御庄６０７番地 

 南房総市水処理センター 

 

７ 納入期間 

 令和８年４月１日～令和９年３月３１日 

 

８ 実施内容 



 １） １回当たりの納入数量は、８，０００ｋｇを基本とするが連休前後等に納入数量

に変動がある。 

 ２） 受注者は、発注があるごとに指定する期日までにタンクローリー車で苛性ソーダ

貯蔵タンクへ納入すること。 

 ３） 品質が不良品である場合、当該物品を受注者の責務において引取り、別に指定し

た期日までに良品を納入すること。 

 ４） 納入毎に検査成績表を提出すること。 

 

９ その他 

 １） 「購入予定数量」、「納入数量」は、納入期間の見込みであり、購入数量等を保

証するものではない。 

 ２） 納入に際しては、現場で本市職員の立会を原則とし、納入業務に従事する者に周

知徹底すること。 

 ３） 保護メガネ・保護手袋を使用すること。 

 ４） 納入時にバキューム車等が通行できるようにすること。 

 ５） 受入口接続用のフランジ（口径５０Ａ、ＪＩＳ１０Ｋ）等は受注者で用意するこ

と。 

 ６） 必要に応じて、搬入前に現地状況を確認すること。 

 ７） 受注者の過失により、設備等を汚染又は破損した場合は、受注者の負担で弁償及

び復旧しなければならない。受注者が第三者に損害を与えた場合にも、受注者はそ

の責務を負わなければならない。 

 ８） 労働安全衛生法及びその他関係法令を遵守すること。 

 ９） 本仕様書に疑義がある場合、又は本仕様書に定めのない事項で必要なものについ

ては、発注者と受注者が協議して定めるものとする。 


